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○ 国立大学法人山梨大学公益通報者保護等に関する規程 
制定 平成１８年 ４月 １日 

改正 平成２８年 ３月２９日 

 

（目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人山梨大学（以下「本学」という。）に勤務する常勤職員（有

期雇用職員を含む。）、非常勤職員及び派遣職員（以下「職員等」という。）からの組織的又

は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報に対する適正な処理の仕組みを定めることに

より、不正行為等の早期発見と是正を図り、もって本学の法令遵守（コンプライアンス）の推

進に資することを目的とする。 

 

（窓口） 

第２条 職員等からの通報を受け付ける窓口（以下「通報窓口」という。）及び法令違反行為に

該当するかを確認する等の相談に応じる窓口（以下「相談窓口」という。）を総務部総務課及

び医学域事務部総務課に設置する。 

 

（通報の方法） 

第３条 通報窓口及び相談窓口の利用方法は、電話、電子メール、ＦＡＸ、書面及び面会とする。 

２ 窓口担当者は、電話及び面会以外の方法で通報又は相談があったときは、通報者等に対し、

速やかに受領した旨を通知するものとする。ただし、匿名の場合はこの限りではない。 

 

（通報者及び相談者） 

第４条 通報窓口及び相談窓口の利用者（以下「通報者等」という。）は、職員等及び本学の取

引事業者の労働者とする。 

 

（調査） 

第５条 通報された事項に関する事実関係の調査は、総務部総務課長又は医学域事務部総務課長

が行う。 

２ 総務部総務課長又は医学域事務部総務課長は、調査する内容によって、関連する部署の職員

で構成する調査チームを設置することができる。 

３ 総務部総務課長又は医学域事務部総務課長は、調査結果を速やかに学長に報告するものとす

る。 

 

（協力義務） 

第６条 各部署は、通報された内容の事実関係の調査に対して協力を求められた場合には、調査

に協力しなければならない。 

 

（是正措置） 

第７条 調査の結果、不正行為が明らかになったときは、本学は速やかに是正措置及び再発防止

措置を講じるものとする。 

 

（処分） 

第８条 学長は、調査の結果、不正行為が明らかになった場合は、当該行為に関与した者に対し、

国立大学法人山梨大学職員就業規則、国立大学法人山梨大学有期雇用職員就業規則又は国立大

学法人山梨大学非常勤職員就業規則（以下「就業規則」という。）に基づき、懲戒することが

できる。 

 

（個人情報の保護）  

第９条 第２条及び第５条に規定する事項に関係する職員は、通報又は相談された内容及び調査

で得られた個人情報を開示してはならない。 

 

（通知） 
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第１０条 本学は、通報者に対して、調査結果及び是正結果を、被通報者のプライバシーに配慮

しつつ、遅滞なく通知するものとする。 

 

（相談又は通報を受けた者の責務） 

第１１条 窓口担当者以外の者が相談又は通報を受けた場合においても、本規程に基づき誠実に

対応するように努めなければならない。 

 

附 則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
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＜改正記録＞ 

H28. 3.29 組織名称の変更に伴う改正 


